
「自転車ポータルサイト」及び「自転車の交通安全教育実施事業者公表制度」の運用について

自転車ポータルサイト

資料３

○ 警察庁の「自転車ポータルサイト」では、教育主体が自転車の交通安全教育で活用できるよう、自転車の交通安全教

育を行っている民間事業者、関係機関、都道府県警察等が展開する教育教材を紹介

○ 教育教材は、ライフステージに応じて参照できるように整理

○ 公開時期は令和７年12月中を予定

○ 公開後もウェブサイト上で優れた教育教材を広範かつ継続的に募集し、掲載する教育教材を拡充

自転車の交通安全教育実施事業者公表制度

○ 自転車の交通安全教育ガイドラインに即した効果的な自転車の交通安全

教育を行う事業者・団体等を、警察において「自転車の交通安全教育実施

事業者」として公表

○ 公表の申請は都道府県警察で受理し、公表の対象となった事業者・団体

等は、各都道府県警察のウェブサイトのほか、警察庁の「自転車ポータル

サイト」に掲載

○ 申請の受付は令和８年１月の開始を予定しており、同時期に各都道府県

警察のウェブサイト等において公表

小学生向け交通安全教育ムービー
（全国共済農業協同組合連合会）

【公表制度のイメージ】
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【掲載する教育教材の一例】

うんこ交通安全 自転車編（ゲーム）
（トヨタ・モビリティ基金）

交通安全ワークシート
（京都府警察）


